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【施策番号118】
イ　さらに，警察庁において，都道府県警察

に対し，外国語版の「被害者の手引」につ
いても，積極的に作成・配布するよう指示
しており，都道府県警察では，それぞれの
実情に応じて，英語版，中国語版等の「被
害者の手引」を作成・配布するなどの適切
な対応が行われている。

【施策番号119】
ウ　法務省において，外国人や視覚障害者で

ある犯罪被害者等に対しても情報提供を可
能とするため，犯罪被害者等向けパンフ
レット「犯罪被害者の方々へ」は，英語版
や点字版のほか，内容を音声で録音した
CD版も作成し，全国の検察庁及び点字図
書館等へ配布している。また，犯罪被害者
等向けDVD「もしも…あなたが犯罪被害
に遭遇したら」は全編に字幕を付してお
り，聴覚障害者に対しての情報提供も可能
としている。

⒁　刑事の手続等に関する情報提供の充
実及び司法解剖に関する遺族への適切
な説明等

【施策番号120】
都道府県警察において，検視，司法解剖に

関する手続などを盛り込んだパンフレットを
配布し，遺族に対する適切な説明や配慮に努
めている。

また，検察庁においても，検察官が，捜
査・公判に及ぼす支障等にも配慮しつつ，必
要に応じ，適切な形で，犯罪被害者等に対し
検視，司法解剖に関する情報を提供してい
る。

⒂　捜査に関する適切な情報提供等
【施策番号121】

ア　警察庁において，被害者連絡実施要領や
「被害者の手引」モデル案（P91【施策番
号170】参照）に基づき，被害者連絡が確
実に実施され，犯罪被害者等に対する適切
な情報提供が行われるよう，都道府県警察

に対する指導を行っている（P32【相談先
整理番号58】参照）。また，被害者連絡等
の支援活動を通じて得た犯罪被害者の状況
やニーズのうち，民間被害者支援団体や他
の行政機関と共有すべきものについては，
犯罪被害者の同意を得て情報提供するなど
関係機関・団体との連携を図っている。

また，交通事故被害者等に対する被害者
連絡の組織的かつ斉一な対応を確保するた
め，各都道府県警察本部の交通事故事件捜
査担当課に被害者連絡調整官等を設置して
いる。被害者連絡調整官等は，交通事故被
害者等の心情に配意した適切な対応が行わ
れるよう，各警察署において実施される被
害者連絡について指導を行うとともに，交
通捜査員に対して適切な被害者連絡に資す
る教養等を実施している。

【施策番号122】
イ　法務省・検察庁において，捜査段階か

ら，捜査に及ぼす支障なども総合考慮しつ
つ，必要に応じ，適切な形で，犯罪被害者
等に捜査に関する情報を提供するよう，会
議や研修などの様々な機会を通じて検察官
などへの周知に努めている。

○　海上保安庁における取組は，P32【相談
先整理番号58】参照

⒃　交通事故捜査の体制強化等
【施策番号123】

各都道府県警察本部において，交通事故事
件捜査担当課に設置した交通事故事件捜査統
括官，交通事故鑑識官が，悪質な交通事故，
事故原因の究明が困難な交通事故などについ
て，組織的かつ重点的な捜査，正確かつ綿密
な実況見分・鑑識活動を行うとともに，交通
事故捜査の基本である実況見分などについて
の教育を強化している。
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交通鑑識

提供：警察庁

警察庁において，交通事故被害者等の「真
実を知りたい」という強い要望に応えるべ
く，交通事故鑑識官養成研修をはじめとする
各種捜査研修を実施し，捜査員の能力向上を
図るとともに，交通事故自動記録装置※6，
ドライブレコーダ，防犯カメラ等客観的な証
拠資料の収集に資する各種機器の捜査への活
用を進めるなど，科学的捜査を推進してい
る。

⒄　交通事件に関する講義の充実
【施策番号124】

P68【施策番号95】参照

⒅　不起訴事案に関する適切な情報提供
【施策番号125】

ア　法務省・検察庁において，被害者保護の
要請に配慮し，被害者等に対する不起訴事
件記録の開示の弾力的運用を実施するとと
もに，犯罪被害者等の希望に応じ，関係者
の名誉等の保護の要請に配慮しつつ，不起
訴処分の内容及び理由について十分な説明
を行うよう努めており，会議や研修などの
様々な機会を通じ，検察官などへの周知に
努めている（P32【相談先整理番号61】，
P73【施策番号108】参照）。

【施策番号126】
イ　上記【施策番号125】参照

⒆　検察審査会の起訴議決に拘束力を認
める制度の運用への協力

【施策番号127】
一定の場合に検察審査会の議決に拘束力を

認める制度が平成21年5月21日に施行された
ことに伴い，検察庁において，起訴議決に
至った事件について，裁判所により指定され
た弁護士に対する協力を行うなど，その適切
な運用が図られるよう努めている。

⒇　検察官に対する児童又は女性の犯罪
被害者等への配慮に関する研修の充実

【施策番号128】
P68【施策番号94】参照

�　判決確定後の加害者情報の警察に対す
る提供の充実

【施策番号129】
P60【施策番号70】参照

�　判決確定，保護処分決定後の加害者に
関する情報提供拡充の検討及び施策の
実施

【施策番号130】
P60【施策番号72】参照

�　受刑者と犯罪被害者等との面会・信書
の発受の適切な運用

【施策番号131】
法務省において，平成18年5月，これまで

原則として親族に限定されていた受刑者の面
会や信書の発受の相手方について，犯罪被害
者等も認めることとした指針を示し，その
後，犯罪被害者等と受刑者との面会が実施さ
れるなど，施設において適切な指導を行って
いる（P35【相談先整理番号65】参照）。

※6　交通事故の衝突音，スリップ音等を感知し，事故の直前，瞬間及び直後の状況を録画する装置
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�　犯罪被害者等の意見等を踏まえた適切
な加害者処遇の推進等

【施策番号132】
ア　P66【施策番号87】参照

【施策番号133】
イ　法務省において，保護処分の執行に資す

るため，少年に係る情報については，少年
院において得られるものだけでなく，家庭
裁判所や保護観察所などの関係機関や保護
者から得られたものを，その都度少年簿に
記載している。平成19年12月からは，犯罪
被害者等についてより一層必要な情報の収
集，記載ができるよう，少年鑑別所や少年
院において被害に関する事項を把握した際
には，少年簿に具体的に記載することと
し，少年の処遇に携わる職員が確実に情報
の共有を図れるようにしている。

【施策番号134】
ウ　法務省において，特定の犯罪的傾向を有

する保護観察対象者に対する専門的処遇プ
ログラムの内容等の充実を図るとともに，
当該プログラムの受講を保護観察における
特別遵守事項として設定するなどして，適
切に実施している。また，保護観察対象者
に対し，再び罪を犯さない決意を固めさ
せ，犯罪被害者等の意向に配慮しながら誠
実に対応することを促すため，しょく罪指
導を適切に実施している。

【施策番号135】
エ　保護観察所では，心情等伝達制度におい

て，当該対象者に対して，被害の実情を直
視させ，反省や悔悟の情を深めさせるよう
な指導監督を徹底している（P35【相談先
整理番号66】参照）。平成25年中に，心情
などを伝達した件数は99件であった。

心情等伝達件数

心情等伝達件数

平成21年 83

平成22年 97

平成23年 112

平成24年 106

平成25年 99

提供：法務省

�　犯罪被害者等の視点を取り入れた交通
事犯被収容者に対する更生プログラム
の整備等

【施策番号136】
「被害者の視点を取り入れた教育」につい

ては，P66【施策番号87】参照
また，刑事施設において，必要な者には義

務付けて，犯罪被害者等の視点を取り入れた
交通安全指導プログラムを実施している。

�　仮釈放における犯罪被害者等に対する
安全への配慮の充実

【施策番号137】
P67【施策番号88】参照

�　犯罪被害者等の意見を踏まえた仮釈放
等審理の実施

【施策番号138】
地方更生保護委員会において，「更生保護

法」（平成19年6月公布。平成20年6月施行。
施行までの間は，その前身である犯罪者予防
更生法の改正により犯罪被害者等施策を実
施）に基づき，仮釈放や少年院からの仮退院
の審理に際し，犯罪被害者等からの希望に応
じて，犯罪被害者等から意見などを聴き，仮
釈放等を許すか否かの判断に当たって考慮す
るほか，許す場合には，その特別遵守事項を
設定する際の参考としている（P36【相談先
整理番号67】参照）。

平成25年中に，意見などを聴いた件数は
304件であった。

また，仮釈放等審理のほか，恩赦上申に際
して，犯罪被害者等の感情の調査を行い，適
切な恩赦上申などに努めている。
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意見等聴取件数

意見等聴取件数

平成21年 279

平成22年 287

平成23年 273

平成24年 271

平成25年 304

提供：法務省

�　仮釈放等審理における意見陳述に資す
る情報提供の拡大についての検討及び
施策の実施

【施策番号139】
P78【施策番号138】のとおり，犯罪被害

者等から仮釈放等に関する意見等を聴取する
制度が，平成19年12月から開始され，法務省
において，その円滑かつ適切な運用に取り組
んでいる。

さらに，第2次基本計画により，法務省に
おいて，仮釈放・仮退院について犯罪被害者
等が意見等を述べる際に資するよう，被害者
等通知制度における通知内容を充実させるこ
とについて，通知制度の運用状況や加害者の
改善更生，個人のプライバシーの問題を考慮
しつつ検討し，3年以内を目途に結論を出
し，必要な施策を実施することとされた。

上記検討の結果，平成26年4月1日から，
加害者の受刑中の刑事施設における処遇状況

に関する事項として，懲罰の状況及び褒賞の
状況を，加害者の少年院在院中における処遇
状況に関する事項として，賞，懲戒及び問題
行動指導の状況を新たに通知することとした。

�　矯正施設職員及び更生保護官署職員に
対する研修等の充実

【施策番号140】
法務省において，矯正施設職員については，

矯正研修所が新規採用職員や初級幹部要員に
対して実施する研修の中に，科目として「犯
罪被害者の視点」を設けるなどとともに，同
じく上級幹部要員を対象とする研修において，
犯罪被害者団体などの関係者を講師に招くな
ど，犯罪被害者等の置かれている現状や心情
などの理解を深める研修の充実を図っている。

更生保護官署職員については，被害者担当
官及び被害者担当保護司，新任の保護観察官
や社会復帰調整官，指導的立場にある保護観
察官を対象とした研修などにおいて，犯罪被
害者等施策に関する講義，犯罪被害者遺族に
よる講話，犯罪被害者団体関係者や関係機関
の職員，研究者などの専門家による被害者心
理や被害者支援に関する講義などを実施して
いる。また，それぞれの保護観察所などにお
いても犯罪被害者等の心理などに関する研修
を実施している。

支援等のための体制整備への取組第４節

	1	 相談及び情報の提供等（基本法第11条関係）

⑴　地方公共団体における総合的対応窓
口の設置の促進等

【施策番号141】
ア　内閣府において，地方公共団体に対し，

犯罪被害者等施策主管課室長会議や地方公
共団体職員を対象とする研修会など，様々
な機会を通じ，犯罪被害者等からの問合
せ・相談があった場合に総合的な対応を行
う窓口（以下「総合的対応窓口」という。）
の設置を要請しており，都道府県・政令指

定都市については，平成23年度以降，全地
域において，総合的対応窓口が設置されて
いる（都道府県・政令指定都市における総
合的対応窓口の設置状況等は，P222 資料
9-1参照）。

また，内閣府において，平成20年に「犯
罪被害者支援ハンドブック・モデル案」を
作成・配布した上で（http://www8.cao.
go.jp/hanzai/kohyo/handbook/handbook.
html），犯罪被害者等施策主管課室長会議


